
1 

令和 4 年 6 月 21 日 
 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

奈良先端科学技術大学院大学 

 

感染予防対策 
  ○感染拡大を防止するために、「密閉空間」「密集場所」「密接場面」の 3つの「密」を避け

るとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの

基本的な感染対策を行うこと 

  ○各領域棟及び事務局棟などにおいて、入構時にサーモグラフによる検温を行うこと 

  ○屋内の場合は、窓を開け、頻繁に換気を行うこと 
○通常の感染症予防（流水と石けんによる手洗いか、アルコールによる手指消毒・マス

ク等の咳エチケット）を徹底すること 
○発熱がなく、咳のみの時には、常時マスクを着用すること 
○建物に入る時は、手洗いや手指消毒剤による手指衛生を行ってから入室すること 
○外出は、地域の感染状況を踏まえ、慎重に判断すること 
○外出の場合も人ごみをできるだけ避けるようにすること 
○飲食時は、マスクを外した会話は控えること 
○会食等で飲食店等を利用する場合は、第三者認証制度認証店を利用し、少人数・短時間

で行うこと 
  ○新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のダウンロードや地方自治体独自の通

知システムの利用登録を行うこと 
 
厚生労働省ホームページ： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin 
 
 
 
 
  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin
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健康管理 
  ○発熱時の対応等について 

１．発熱や風邪症状がある場合は、出勤や登校を控え、速やかに身近な医療機関に電話 
 相談のうえ、受診するようにしてください。 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（参考） 
◆本学近隣の診療所・病院（PCR 検査可能機関） 
① 生駒市民病院 東生駒駅すぐ 
   TEL 0743-72-1111 電話予約（24 時間受付可能） 
② 白庭病院 白庭台駅すぐ 
   TEL 0743-70-0022 
③ 生駒メディカルセンター 生駒駅徒歩 1 分 

   TEL 0743-75-0111 電話予約（夜間・休日のみ） 
④ 田中泌尿器科 生駒診療所 生駒駅徒歩 5 分 

   TEL  0743-75-2861 電話予約（9：00～18：00） 
⑤ 鈴木内科クリニック 西大寺駅徒歩 3 分 

   TEL 0742-33-3786 電話予約（9：00～17：00） 
 
※身近に医療機関がない場合などは、以下の相談窓口に相談してください。 
◆電話相談窓口（帰国者・接触者相談センター） 
① 奈良県：新型コロナ・発熱患者受診相談窓口（奈良県庁） 

   TEL 0742-27-1132 【24 時間対応】 
② 大阪府：新型コロナ受診相談センター 

   居住地の保健所 【土日を含め終日対応】 
③ 京都府：きょうと新型コロナ医療相談センター 

   TEL 075-414-5487 【24 時間対応】 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ２．本人が PCR 検査を受けた場合は、受検したこと及び受検の結果を必ず保健管理セ 
ンターへ報告してください。 
なお、PCR 検査の結果、陽性の場合は、保健所等の指示に従うとともに、治癒した 
と判断されるまで「就業停止」「出席停止」となります。陰性の場合は、受診した医 
師の判断に従って、出勤、登校してください。 

保健管理センター ℡：0743-72-5108  E-mail：covid-19[at]ad.naist.jp 
 

３．本人又は同居人が濃厚接触者として保健所等から検査等の協力要請があった場合は、 

保健所等の指示に従い、指示のあった期間自宅待機してください。 

 

 



3 

４．同居人に発熱や風邪症状がある場合は、本人に発熱や風邪症状があるか否かにかか 

わらず、上記１の取扱いとします。 
 
 本人又は同居家族に発熱、症状がみられる場合の対応フロー： 
  https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/coronav_flow_J1224.pdf 
 奈良県ホームページ：http://www.pref.nara.jp/55410.htm 
大阪府ホームページ： 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html 
京都府ホームページ：http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/soudan.html 

 
新型コロナワクチン 
  ○周辺自治体における新型コロナワクチン接種にかかる情報収集を行い、適宜学生・教職

員に対し情報発信を行うとともに、留学生等に対し予約の補助を行うなどサポートを行

います。 

 
海外渡航 
１．基本方針 

 本学教職員・学生の渡航は、私事渡航を含め、感染症危険レベル 3 の国・地域について

は、渡航は行わないでください (渡航中止勧告)。 
また、感染症危険レベル 2 の国・地域についても、不要不急の渡航は行わないでくださ

い。 

 ＜参考＞ 
感染症危険レベルの国・地域に関する情報（外務省海外安全ホームページ）

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 
 
２．例外措置 
 感染症危険レベル 2 又は 3 の国・地域への海外渡航に関する本学の対応は、原則として

上記１のとおりですが、以下の（１）から（３）の場合には、必要な手続きを行った上で、

海外渡航をしてください。 
（１）教職員及び学生等の出張 
  ○研究室構成員（教員及び学生等）の出張 

・ 旅行命令（依頼）による出張手続きを行ってください。 

・ 感染なく無事に帰国し、学内に復帰した際には、研究室主宰者から領域事務室に 
報告し、領域事務室は企画総務課及び領域長に報告してください。 

・ 万が一、感染した場合、渡航者は研究室主宰者及び保健管理センターに直ちに報 
告してください。 

○その他本学の構成員の出張 
・ 旅行命令による出張手続きを行ってください。 

https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/coronav_flow_J1224.pdf
http://www.pref.nara.jp/55410.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/soudan.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
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・ 感染なく無事に帰国し、学内に復帰した際には、所属長は、企画総務課に報告し 
てください。  

・ 万が一、感染した場合、渡航者は所属長及び保健管理センターに直ちに報告して 
ください。 

（２）学生の海外留学 
○学生の海外留学については、令和 4 年 3 月 4 日付けの通知文書「本学の学生の海外留

学について」において示した方針等を踏まえ、一定の条件を満たしたものについて認

めます。 

○対象となる留学は、以下のとおりです。 

・本学の学術交流協定校等への留学（学則第 48 条に基づき、留学願を提出し、学長 

の許可を受けるものに限る。） 

・ダブル・ディグリー・プログラムを含む学位取得を目的とする留学 
・日本学生支援機構奨学金の「海外留学支援制度」（協定派遣型）、「トビタテ！留学

JAPAN 日本代表プログラム」及び本学が実施するプログラムによる海外留学 
○以下の「注意事項」を十分確認した上で、「事前チェックシート」に必要事項等を記入

の上、国際課に提出してください。事前チェックシートの提出期限は、留学願の提出

が必要な場合には出国日の 2か月前、海外渡航届の提出が必要な場合には 1か月前で

す。 

  新型コロナウイルス感染症の影響による危険情報レベル 2、3 の国・地域への留学

に関する注意事項： 

https://ad-info.naist.jp/kokusai/member/pdfs/2_cautionary_sheet.pdf 
新型コロナウイルス感染症の影響による危険情報レベル 2、3 の国・地域への留学

に関する事前チェックシート： 

https://ad-info.naist.jp/kokusai/member/3_pre-check_sheet.docx 
  ＜参考＞ 
   令和 4 年 3 月 4 日付けの通知文書「本学の学生の海外留学について」 
    https://ad-info.naist.jp/kokusai/member/pdfs/20220304studyabroad.pdf 
（３）その他やむを得ない事由による私事渡航 

   ○研究室構成員（教員及び学生等）の私事渡航 
・ 研究室主宰者に別紙様式による届出をした上で渡航してください。 

なお、研究室  主宰者は届出を受けた場合、遅滞なく領域事務室に提出してく 
 ださい。領域事務室は当該渡航計画を、危機対策本部事務局の企画総務課及び領域 

長に提出してください。 
・ 感染なく無事に帰国し、学内に復帰した際には、研究室主宰者から領域事務室に   

報告し、領域事務室は企画総務課及び領域長に報告してください。 
・ 万が一、感染した場合、渡航者は研究室主宰者及び保健管理センターに直ちに報 

告してください。 
   

https://ad-info.naist.jp/kokusai/member/pdfs/2_cautionary_sheet.pdf
https://ad-info.naist.jp/kokusai/member/3_pre-check_sheet.docx
https://ad-info.naist.jp/kokusai/member/pdfs/20220304studyabroad.pdf
https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/overseastravel_notificationform.docx
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   ○その他本学の構成員の私事渡航 
・ 所属長に別紙様式による届出をした上で渡航してください。 

なお、所属長は、当該渡航計画を、危機対策本部事務局の企画総務課に提出して  
ください。 

・ 感染なく無事に帰国し、学内に復帰した際には、所属長は、企画総務課に報告し 
てください。  

・ 万が一、感染した場合、渡航者は所属長及び保健管理センターに直ちに報告して  
ください。 

 

３．留意事項 

海外渡航する場合には、渡航先の国・地域の入国制限、入国後の行動制限、感染防

止策等について、渡航先の国・地域の政府のウェブサイト、日本の外務省や在外公館

（大使館・総領事館）のウェブサイト等で事前に十分に確認し、安全確保に留意して

渡航してください。 

現状の日本の水際措置では、海外渡航後、日本に帰国する際には、渡航先の国・地

域に関わらず、出国前 72 時間以内の検査結果証明書（陰性証明書）が必要なため、

渡航先で新型コロナウイルスに感染した場合には、検査で陰性になるまで帰国できな

くなり、旅程の大幅な変更が必要になるおそれがあります。 
こうした場合、渡航先での延泊に必要な宿泊費、治療が必要な場合の医療費、航空

券の変更等に多額の費用が必要になるため、渡航に当たっては、新型コロナウイルス

感染症に対応した海外旅行保険への加入、クレジットカード利用可能額の一時的な引

き上げなど、十分に準備した上で渡航してください。 
  ＜参考＞ 

新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措

置及び入国に際しての条件・行動制限措置（外務省ウェブサイト） 
    https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 
 

在外公館リスト（外務省ウェブサイト） 
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/ 

 
海外からの帰国 

○国籍を問わず全ての入国者に対し、検疫措置の強化等が行われているため、海外からの

帰国に当たっては、厚生労働省のウェブサイト等で最新の情報を確認してください。 
 

    水際対策に係る新たな措置について（厚生労働省ウェブサイト） 
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
 
 

https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/overseastravel_notificationform.docx
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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海外からの来訪者受入 
○2022 年 3 月 1 日から、受入責任者（本学の場合には、法人としての大学）の管理の下、

観光目的以外の新規入国が認められており、日本への入国に必要な査証の申請には、受入

責任者が厚生労働省の入国者健康確認システム（ERFS）にオンライン申請して入手した

受付済証が必要となっています。 
 

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について（外務省ウェ

ブサイト） 
     https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 
 
国内出張・旅行など 
  ○国内出張や旅行は、地域の感染状況を踏まえ、慎重に判断してください 

また、感染拡大の防止の観点から、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いな

どの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を継続的に行ってください。 

   なお、発熱等の症状がある者は、国内出張などは控えてください。 
 
学生の授業、実験等 

○対面で行う必要がある講義や研究室見学などについては、十分な感染対策を講じた上で

実施してください。 
○学生の実験・実習・演習等の実施については、各領域の指示に従ってください。 

 

教員及び学生等の研究活動 
  ○研究活動を行うことはできますが、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人と

の距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染

対策を継続的に行ってください。 
 

学内会議 
  ○オンラインでの会議開催やオンライン参加を推奨しますが、対面会議で開催する場合は、

「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手

洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染対策を行ってください。 

 

教職員の就業等 
○教職員の職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれていますが、接触機会の

低減に向け、教育研究上又は業務遂行上支障がない範囲内で、在宅勤務、時差出勤を行

ってください。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

